
新学期　子どもたちの登下校時の見守りにご協力を新学期　子どもたちの登下校時の見守りにご協力を

9月の無料相談（祝日を除く）

予約不要
内容・場所 日程 時間 i・☎（０４２）

消費生活相談
b消費生活相談室（市役所第４庁舎） 月～金曜日 ９：３０～１２：００・１３：００～１５：３０ 経済課（内２２４）

教育相談（電話） 火～土曜日 １０：００～１７：００（＊） ☎５７３-４３７５

女性の悩みごと相談（面談・電話）
b男女平等推進センター（ひかりプラザ） 月～金曜日

９：００～１２：００・１３：００～１７：００
（受付＝１６：００まで） ☎５７３-４３４２

福祉サービス総合相談
b権利擁護センターこくぶんじ 月～金曜日 ９：００～１７：００ ☎５８０-０５７０

（＊）木曜日１７：００～１９：００に行っていた夜間相談は、利用者減により当面休止します

d�９月１８日（祝）９:００～１６:３０
b�市役所第１庁舎　c�８０人（先着）
m�９月４日（月）９:００から予約サイトまたは市マイナンバーカ
ードコールセンター☎（０１２０）００２-５７７へ〔土日祝日を除
く８:３０～１７:００※９月４日（月）は９:００～〕

�→市民課（内３１８）

マイナンバーカード
臨時休日交付窓口

　市民が身近に芸術と触れ合えるまちを目指し、皆さんの芸
術文化事業を支援しています。令和６年度に交付する補助金
の申請を受け付けます。

t�事業＝市民の交流を深め、まちの活性化を図ることを目的
とした、市民を対象に行う芸術文化振興事業
　団体＝５人以上で１年程度市内での活動実績を有する団体
補�助金額一事業５０万円を限度とし、初年度は補助対象経費
の３分の２、２・３年度目は２分の１（対象事業の収入による
控除あり）※事業が複数年度にわたるときは連続する３年
度の間に限り申請可
m�９月１日（金）～２９日（金）に必要書類を直接文化振興課（coc
obunji�WEST５階）へ
応�募の手引き等配布文化振興課ほか※詳しくは市HP 検索
１０１５４２３へ（手引き等のダウンロードも可）
z�詳しくは応募の手引きをご覧ください

�→文化振興課☎（０４２）３１３-８１８２

芸術文化活動でまちを活性化
芸術文化振興事業補助制度

今月の納期 1010月月22日（月）日（月）

①国民健康保険税 第3期
②介護保険料 第2期
③後期高齢者医療保険料 第2期

納付に関しては納付書裏面等の納
付方法をご確認ください
i�①＝納税課（内５５３）／②＝高齢
福祉課☎（０４２）３２１-１３０１／③
＝保険年金課（内３１９）

９月９日（土）今月の休日窓口
●市民課　時間９：００～１２：００　b市役所第１庁舎
　　　　　n�証明発行、印鑑登録、転入・転出手続き、

マイナンバーカード交付
　　　　　z�マイナンバーカードの交付は、予約制です。予約サイ

トまたは市マイナンバーカードコールセンター☎
（０１２０）００２-５７７へ／３日・１７日（日）８：３０～１７：００に、
cocobunji市民サービスコーナーで証明発行、一部
の申請書等の預かりなどを行います

　　　　　i�市民課（内３１１）／cocobunji市民サービスコーナー
☎（０４２）３２９-４１２１

●保険年金課　時間９：００～１２：００　b同庁舎
　　　　　　　n国民健康保険・国民年金に関する手続き（一部）
　　　　　　　i保険年金課（内３１４）
●納税課　�時間８：３０～１２：００　b同庁舎
　　　　　n市税の納付、納税相談
　　　　　i納税課（内５５３）
　　　　　z�市税のほか、納期限内のもので納付書をお持ちいただ

いたものに限り、負担金・使用料なども納付できます

手�続き郵送されている申
請書に記入のうえ、申
請窓口へ（郵送も可）
申�請窓口高齢福祉課（い
ずみプラザ）、高齢福
祉課窓口（市役所第２
庁舎）、各地域包括支
援センター →高齢福祉課☎（０４２）３２１-１３０１

対象 認定有効期間
１０月3１日（火）までの方

更新申請 ９月１日（金）～
新規申請
区分変更 随時受け付け

※�認定有効期間が９月３０日（土）までの
方は、早めにお手続きください

介護認定（更新・申請）今月の
内容 日程 内容 日程

① 法律相談 火・金曜日
（２９日を除く） ⑫ にじいろ相談（性的指向・性自認に関すること） ２０日（水）

② 税務相談 １３日・２７日（水）⑬ 犯罪被害者等支援相談 月～金曜日

③ 登記相談 ４日・１０月２日（月）⑭ 女性法律相談 ２１日（木）

④ 不動産・空き家等相談 １１日（月） ⑮ 女性のためのカウンセリング １２日・２６日（火）

⑤ 行政苦情相談 ６日・１０月４日（水）⑯ 女性の悩みごと相談（オンライン）月～金曜日

⑥ 遺言・相続などの書類作成相談 ２５日（月） ⑰ 母子父子・女性福祉相談 月～金曜日

⑦ 年金・労災・雇用保険・労務相談 １４日（木） ⑱ 心の健康相談 ２１日（木）

⑧ マンション管理相談 ２８日（木） ⑲ オンブズパーソンへの面談による申立日 火曜日

⑨ 交通事故相談 ７日（木） ⑳ 高齢者就業相談 月～金曜日

⑩ 教育相談（面談） 火～土曜日 ㉑ ふくし法律相談 ２８日（木）

⑪ 身近な人権相談 １４日（木） ㉒ 成年後見専門相談 １４日（木）

i�①～⑨政策法務課市民相談室（内２２２）　⑩教育相談室☎（０４２）５７３-４３７６　⑪～⑬人権平和課☎（０４２）
５７３-４３７８　⑭～⑯男女平等推進センター☎（０４２）５７３-４３４２　⑰生活福祉課（内５３３）　⑱障害福祉課（内
５２２）　⑲オンブズパーソン事務局（内５５９）　⑳シルバー人材センター☎（０４２）３２５-４０１１　㉑・㉒権利
擁護センターこくぶんじ☎（０４２）５８０-０５７０

要予約 ※詳しくは市HP 検索１０３０００６をご覧ください
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